
広
島
県
告
示
第
六
百
二
十
二
号 

 
広
島
県
土
砂
の
適
正
処
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
広
島
県
条
例
第
一
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
職
員
の
身
分
を
示
す
様
式
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
一
日 

広
島
県
知
事  

横 
 

田 
 

美 
 

香 

 

 

 

第
 
 
 
 
号
 
 
 
 

  

身
 
 
分
 
 
証
 
 
明
 
 
書
 

  

職
 
名
 

 氏
 
名
 

  

年
 
 
 
月
 
 
 
日
生
 
 
 
 
 
  

  
上
記
の
者
は
、
広
島
県
土
砂
の
適
正
処
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成

16
年
広
島
県
条

例
第
１
号
）
第

14
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
等
を
行
う
者
で
あ
る
こ
と
を

証
明
す
る
。
 

  

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

  

広
島
県
知
事
 
 
 
 
 
 
印

 
 
 

（
表
面
）
 

９センチメ

ー

トル
 

６
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル
 



 

 

 

広
島
県
土
砂
の
適
正
処
理
に
関
す
る
条
例
（
抜
粋
）
 

 

（
立
入
検
査
）
 

第
14

条
 
知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
に
、

元
請
負
人
の
事
務
所
そ
の
他
そ
の
業
務
を
行
う
場
所
に
立
ち
入
り
、
工
事
そ
の
他

の
行
為
の
状
況
、
施
設
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
関
係
人
に

質
問
さ
せ
、
又
は
検
査
の
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
土
砂
等
を
無
償
で
収
去

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 前

項
の
規
定
に
よ
り
、
元
請
負
人
の
事
務
所
そ
の
他
そ
の
業
務
を
行
う
場
所
に
立

ち
入
ろ
う
と
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
人
に
提

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 第

１
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た

も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

   

（
裏
面
）
 


